
 
 

 

狛江市個人情報保護審議会付議案件シート  

                           【子育て支援課】 

 

■ 諮 問

□ 報 告
事 項

実費徴収に係る補足給付補助金の対象者抽出に伴う目的外利用

及び目的外利用に係る通知の要否について 

根 拠 規 定

□①条例第８条第２項第６号 

本人外収集 

■②条例第12条第２項第４号 

目的外利用 

□③条例第13条第２項第４号 

外部提供 

□④条例第14条第２項 

電子計算機処理による記

録項目の設定，追加又は

変更 

□⑤条例第15条第１項第２号 

電子計算機処理による結

  合 

⑥その他（       ） 

主 管 課 児童青少年部子育て支援課 

事 務 の 名 称 狛江市実費徴収に係る補足給付補助金交付事務 

事 務 の 概 要

実費徴収に係る補足給付補助金は，低所得で生計が困難であ

る者等の子どもが支払うべき日用品，文房具等及び副食材料費

（以下「副食費」という。）について，実費負担分の一部を補

助することで子どもの円滑な通園環境を確保し，健やかな成長

を支援することを目的とした補助事業です。 

 

対象者及び補助上限額 

①日用品・文房具等 

・対象者 生活保護世帯，中国残留邦人支援給付世帯又はこれ

らに準ずる世帯で認定こども園等新制度園に在園している世帯

・補助上限額 月額 2,500 円 

②副食費 

・対象者 市町村民税所得割額が 77,101 円未満世帯又は第３

子以降の子（小学校３年生以下の子どもから数えて第３子以

降）で幼稚園に在園している者 

・補助上限額 月額 4,500 円 

 

実 施 時 期 令和２年２月から 

件 数 約130件 

□収集する個人情報の項目 

■目的外利用する  

□外部提供する   

□記録項目に設定する 

□記録項目に追加する 

□記録項目に変更する 保有個人情報の項目 
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狛江市個人情報保護審議会付議案件シート  

                           【子育て支援課】 

 

基 本 的 事 項 心 身 の 状 況 家 族 状 況 等 社 会 生 活

□識別番号 ■氏名 
□本籍   □国籍 
■生年月日 ■年齢 
□性別   ■住所 
■電話番号  
□電子メールアドレス 
■口座情報 

□健康状態 

□病歴 

□身体の特徴 

■家族状況 

■親族関係 

□婚姻 

□職業    □職歴 

□学歴    □学業 

□資格    □賞罰 

□成績    □評価 

□財産    ■収入 

□納税状況 □趣味 

□公的扶助 

そ の 他 の 記 録 項 目 区市町村民税所得割額 

目的外利用をする

個人情報取扱事務

（提供元の事務）

の名称 

狛江市私立幼稚園等園児の保護者に対する補助金事務 

目的外利用をする

個人情報取扱事務

（提供元の事務）

を行う組織の名称

児童青少年部子育て支援課 

目的外利用の理

由，方法等 

（理由，方法等） 

理由：実費徴収に係る補足給付補助金の対象者に対し，令和２年２

月以降に直接申請書を送付することで，申請を促し，申請漏

れを防ぐため。 

方法：狛江市私立幼稚園等園児の保護者に対する補助金事務につい

て就園奨励システムにおいて判定した所得階層をバッチ処理

することにより対象者を抽出する。 

通 知 ■無 

（理由） 

１ 第 12 条第５項の規定の趣旨は，目的外利用される保有個人情報

の本人に対し，自己情報コントロール権の保障及び当該権利行使

の機会の作出をすることにある。   

２ しかし，本件における個人情報は子育て支援課が私立幼稚園等

園児の保護者に対する補助金事務で既に保有しているものである

ことから,目的外利用による保有個人情報の漏えいのリスクは非

常に低いといえる。 

  また，本件事業は，実費徴収に係る補足給付補助金の対象者を

抽出することで，補助金対象者に直接申請書を送付することがで

き，申請漏れを防ぐことができるなど，必要性が非常に高いた

め，本件目的外利用の必要性が高いといえる。 

３ そのため，保有個人情報を目的外利用することにつき本人が自

己情報コントロール権を行使しないことが一般通常人の立場から

明らかであるといえる。 

よって，本件については，同条同項ただし書を適用し，目的外

利用にかかる通知は，不要といたしたい。 

その他資料  

備 考  
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狛江市個人情報保護審議会付議案件シート  

                           【福祉相談課】 

□ 諮 問

 報 告
事 項

関東近県自治体及び警視庁に対する保有個人情報の提供につい

て 

根 拠 規 定

□①条例第８条第２項第６号 

本人外収集 

□②条例第12条第２項第４号 

目的外利用 

□③条例第13条第２項第４号 

外部提供 

□④条例第14条第２項 

電子計算機処理による記

録項目の設定，追加又は

変更 

□⑤条例第15条第２項第２号 

電子計算機処理による結

  合 

□⑥条例第44条第２項各号に

掲げる事項 

 ⑦その他 

（条例第13条第４項） 

主 管 課 福祉保健部福祉相談課 

事 案 の 概 要

令和元年11月６日（水）午前10時にヘルパーが訪問し，在宅

していた。午後２時45分に弁当の配達員が訪問するが，応答が

なく，担当ケアマネージャー（以下「ＣＭ」という。）へ連絡

する。 

午後４時30分にＣＭが訪問するも不在であり，貴重品類の入

ったいつも持ち歩いている鞄もなかった。午後５時にＣＭ経由

で市役所へ連絡が入る。午後７時に市担当者が訪問するも不在

であった。 

翌７日午前に大田区羽田で本人の鞄を拾得した者より支援者

に連絡が入り，その後ＣＭが調布警察署に捜索願を提出した。

６月から計４回同様の事例が生じていたため，様子を伺った

が，所在不明の状態が24時間余り経過したため，当該案件が市

民の生命の安全を守るため，緊急かつやむを得ないと認められ

る場合に該当するため，条例第13条第２項第３号の規定によ

り，関東１都６県，警視庁の行方不明者等担当所管が閲覧を出

来る行方不明者捜索情報提供サイトに行方不明者の情報提供を

行った。 

その後，翌８日午前11時25分に湾岸警察署で保護している旨

の連絡を支援者が調布警察から受けた。外傷等なく，受診の必

要性もなかったが，認知症により自力帰宅困難であったことか

らＣＭが介護タクシーの手配を行い，帰宅。11日（月）にサイ

トに登録した捜索依頼解除を行った。 

実 施 日 令和元年11月７日 

件 数 １件 

□収集する個人情報の項目 
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狛江市個人情報保護審議会付議案件シート  

                           【福祉相談課】 

□目的外利用する  

 外部提供した   

□記録項目に設定する 

□記録項目に追加する 

□記録項目に変更する 

保有個人情報の項目 

基 本 的 事 項 心 身 の 状 況 家 族 状 況 等 社 会 生 活

□識別番号  氏名 
□本籍   □国籍 
 生年月日  年齢 
 性別    住所 
□電話番号  
□電子メールアドレス 
□口座情報 

 健康状態 

□病歴 

 身体の特徴 

□家族状況 

□親族関係 

□婚姻 

□職業    □職歴 

□学歴    □学業 

□資格    □賞罰 

□成績    □評価 

□財産    □収入 

□納税状況 □趣味 

□公的扶助 

 その他の記録項目 認知症自立度 

外部提供先の概

要 

関東１都６県（埼玉県，栃木県，茨城県，千葉県，神奈川県及び群馬

県），警視庁 

外部提供の形態 

□紙媒体  
 電磁的記録媒体  
□その他の媒体 
（具体的な形態） 

 

外部提供の理由，

方法等 

（理由，方法等） 

行方不明となった者について，行方不明から24時間以上が経過し

ていると見込まれたことから，個人情報保護条例第13条第２項第３

号に規定する市民の生命，身体又は財産の安全を守るため，緊急かつ

やむを得ないと認められるときに該当すると判断し，早急に情報提供

を行った。 

通 知  有 

□事前  事後 

（方法） 

本人宛てに郵送にて通知 

そ の 他 資 料  

備 考

■狛江市個人情報保護条例（平成13年条例第１号） 

第13条第２項  

(３) 市民の生命，身体又は財産の安全を守るため，緊急かつやむ

を得ないと認められるとき。 

第13条第４項 

 実施機関は，第２項第３号の規定により外部提供をしたときは，

その旨を本人に通知し，かつ，審議会に報告しなければならない。 

■狛江市個人情報保護条例施行規則（平成13年規則第14号） 

第７条第４項 

 条例第13条第４項及び第５項の規定による通知は，保有個人情報

外部提供通知書（様式第９号）により行うものとする。ただし，や

むを得ない理由があるときは，口頭，告示又は広報紙により行うこ

とができる。 
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[平成31年１月　様式１]

  平成31年11月20日

企画財政部政策室

 担当部署

 作成・最終更新日

東京都狛江市

 評価実施機関名

特定個人情報保護評価計画管理書

-5-



住
民

基
本

台
帳

に
関

す
る

事
務

番
号

法
第

7
条

評
価

書
番

号

3
1

4 85

1
6

1
6

31

5
9

2

1
6
,2

4法
令

上
の

根
拠

7

1
6

6 9
1
6

1
0

6
8

1
1

4
6

1
2

1
6

5
6

1
7

9
4

1
6
,3

0

事
務

の
名

称
シ

ス
テ

ム
の

名
称

○
平

成
3
1
年

6
月

3
0
日

前
回

実
施

日
次

回
実

施
予

定
日

住
民

記
録

シ
ス

テ
ム

総
合

収
納

管
理

シ
ス

テ
ム

・
総

合
滞

納
管

理
シ

ス
テ

ム

平
成

3
1
年

6
月

3
0
日

後
期

高
齢

者
医

療
シ

ス
テ

ム
、

後
期

高
齢

者
医

療
広

域
連

合
電

算
処

理
シ

ス
テ

ム
、

団
体

内
統

合
宛

名
シ

ス
テ

ム

軽
自

動
車

税
の

課
税

に
関

す
る

事
務

法
人

市
民

税
の

課
税

に
関

す
る

事
務

○

国
民

健
康

保
険

に
関

す
る

事
務

狛
江

市
市

税
情

報
シ

ス
テ

ム
（
う

ち
，

国
民

健
康

保
険

税
シ

ス
テ

ム
）
，

団
体

内
宛

名
統

合
シ

ス
テ

ム
，

中
間

サ
ー

バ

国
民

年
金

シ
ス

テ
ム

○

市
税

の
徴

収
に

関
す

る
事

務

後
期

高
齢

者
医

療
に

関
す

る
事

務

国
民

年
金

に
関

す
る

事
務

平
成

3
1
年

6
月

3
0
日

基
礎

平
成

3
1
年

6
月

3
0
日

○

基
礎

固
定

資
産

税
・
都

市
計

画
税

に
関

す
る

事
務

固
定

資
産

税
シ

ス
テ

ム
○

児
童

扶
養

手
当

の
支

給
に

関
す

る
事

務
福

祉
総

合
シ

ス
テ

ム
○

特
別

児
童

扶
養

手
当

の
支

給
に

関
す

る
事

務
福

祉
総

合
シ

ス
テ

ム

個
人

住
民

税
の

課
税

に
関

す
る

事
務

法
人

市
民

税
シ

ス
テ

ム

個
人

住
民

税
シ

ス
テ

ム

軽
自

動
車

税
シ

ス
テ

ム

基
礎

福
祉

総
合

シ
ス

テ
ム

○
平

成
3
1
年

6
月

3
0
日

基
礎

基
礎

○
平

成
3
1
年

6
月

3
0
日

○
平

成
3
1
年

6
月

3
0
日

担
当

部
署

納
税

課

前
回

実
施

日

平
成

3
1
年

1
1
月

2
0
日

市
民

課

情
報

連
携

基
礎

○○
平

成
3
1
年

6
月

3
0
日

課
税

課

基
礎

次
回

実
施

予
定

日

保
険

年
金

課

し
き

い
値

判
断

重
点

基
礎

課
税

課

課
税

課

基
礎

平
成

3
1
年

6
月

3
0
日

平
成

3
1
年

6
月

3
0
日

平
成

3
1
年

6
月

3
0
日

基
礎

平
成

3
1
年

6
月

3
0
日

児
童

青
少

年
課

特
定

個
人

情
報

保
護

評
価

計
画

管
理

書
基

礎
項

目
評

価
重

点
項

目
／

全
項

目
評

価

子
育

て
支

援
課

介
護

保
険

に
関

す
る

事
務

介
護

保
険

シ
ス

テ
ム

○
平

成
3
1
年

6
月

3
0
日

基
礎

課
税

課

保
険

年
金

課

基
礎

保
険

年
金

課

子
育

て
支

援
課

高
齢

障
が

い
課

高
齢

障
が

い
課

高
齢

障
が

い
課

子
育

て
支

援
課

高
齢

障
が

い
課

1
4

8
4

自
立

支
援

給
付

の
支

給
又

は
地

域
生

活
支

援
事

務
の

実
施

に
関

す
る

事
務

福
祉

総
合

シ
ス

テ
ム

○
平

成
3
1
年

6
月

3
0
日

基
礎

1
3

8
障

害
児

通
所

給
付

費
等

の
支

給
等

に
関

す
る

事
務

福
祉

総
合

シ
ス

テ
ム

○
平

成
3
1
年

6
月

3
0
日

基
礎

3
7

○

児
童

手
当

又
は

特
別

給
付

の
支

給
に

関
す

る
事

務
児

童
手

当
シ

ス
テ

ム
○

平
成

3
1
年

6
月

3
0
日

基
礎

1
5

4
7

障
害

児
福

祉
手

当
若

し
く

は
特

別
障

害
者

手
当

又
は

国
民

年
金

法
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
附

則
第

九
十

七
条

第
一

項
の

福
祉

手
当

の
支

給
に

関
す

る
事

務

子
ど

も
・
子

育
て

支
援

法
に

関
す

る
事

務
A

c
ro

c
it
y福

祉
総

合
シ

ス
テ

ム
○

平
成

3
1
年

6
月

3
0
日

基
礎

○
平

成
3
1
年

6
月

3
0
日

基
礎

1
0

予
防

接
種

法
に

関
す

る
事

務
健

康
管

理
シ

ス
テ

ム
○

平
成

3
1
年

1
1
月

2
0
日

1
8

1
5

生
活

保
護

及
び

中
国

残
留

邦
人

等
支

援
給

付
に

関
す

る
事

務
生

活
保

護
シ

ス
テ

ム
○

平
成

3
1
年

6
月

3
0
日

基
礎

福
祉

相
談

課

子
育

て
支

援
課

2
0

番
号

法
９

条
２

項
義

務
教

育
就

学
児

の
医

療
費

助
成

に
関

す
る

事
務

福
祉

総
合

シ
ス

テ
ム

子
育

て
支

援
課

1
9

番
号

法
９

条
２

項
乳

幼
児

の
医

療
費

助
成

に
関

す
る

事
務

福
祉

総
合

シ
ス

テ
ム

○
平

成
3
1
年

6
月

3
0
日

基
礎

子
育

て
支

援
課

2
2

番
号

法
９

条
２

項
児

童
育

成
手

当
の

支
給

に
関

す
る

事
務

福
祉

総
合

シ
ス

テ
ム

○
平

成
3
1
年

6
月

3
0
日

基
礎

子
育

て
支

援
課

2
1

番
号

法
９

条
２

項
ひ

と
り

親
家

庭
等

医
療

費
助

成
に

関
す

る
事

務
福

祉
総

合
シ

ス
テ

ム
○
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進

課

2
3

4
9

母
子

保
健

法
に

関
す

る
事

務
健

康
管

理
シ

ス
テ

ム
○

平
成

3
1
年

1
1
月

2
0
日

基
礎

備
考
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 （別添１） システム概要図
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 個人番号を直接保有するシステム

住民記録システム,団体内宛名統合システム,中間サーバ,総合収納管理システム,総合滞納管理
システム,国民健康保険税システム,国保総合システム，国保情報集約システム，後期高齢者医
療システム,後期高齢者医療広域連合電算処理システム,国民年金システム，介護保険システ
ム，福祉総合システム，児童手当システム

 ネットワークは接続しているが、アク
セス制御しているシステム

 ネットワークが論理的に分離してい
るシステム

 ネットワークが物理的に分離してい
るシステム

 ２．個人番号にアクセスできないシステム

 他のシステムを参照することで個人
番号にアクセスできるシステム

 （別添２） 各システムの個人番号へのアクセス

 １．個人番号にアクセスできるシステム
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